
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新千葉 2・3 地区市街地再開発組合 
 

  

新千葉２・３地区 

第一種市街地再開発事業 



 

1. 地区の概要 

本地区は、ＪＲ千葉駅西口に近接した場所に位

置しています。 

隣接地では千葉駅西口地区第二種市街地再開

発事業により都市基盤の整備が行われてきまし

たが、本地区は、老朽化した建築物が残され、商

業・業務・住宅など多様な用途が混在しており、

千葉市の主要な玄関口である千葉駅の駅前とし

て、相応しい市街地の形成を図ることが望まれる

地区です。 

 

 

2. 事業目的等 

【事業目的】 

本事業は、千葉駅西口地区に隣接した千葉都心

の一翼を担う地域の整備であり、老朽化した既存

建築物の再編により、商業や居住機能等を集積す

ることで、土地の合理的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新を図るものです。 

【敷地利用計画】 

街区１、街区２、個別利用区の３敷地により構

成されており、街区１にはＮ棟、街区２にはＳ棟

を整備し、個別利用区については既存建築物（ホ

テル）を存置します。 

【設計方針】 

Ｎ棟には、１階から３階に商業系施設、４階か

ら９階には小規模住宅（賃貸）を配置します。 

また、３階と千葉駅西口地区第二種市街地再開

発事業（Ｂ工区）Ｂ１棟３階をペデストリアンデ

ッキで接続します。 

Ｓ棟には、１階に商業系施設、２階には駐輪場

及び千葉市が使用する防災備蓄倉庫、３階から１

５階に住宅（分譲）を配置します。 

 

  

新施設イメージ 全景（南側から） 

千葉駅西口現況写真（平成 26 年撮影） 

新千葉 2・3 地区現況写真（南側から 平成 30 年撮影）

位 置 図 

千葉駅西口地区
（B 工区） 

新千葉 2・3 地区

千葉駅西口地区
（A 工区） 



 

3. 都市計画の内容 

千葉都市計画第一種市街地再開発事業の決定（千葉市決定） 

令和元年 11 月 29 日決定 千葉市告示第 961 号 

名    称 新千葉２・３地区第一種市街地再開発事業 

施行区域面積 約 0.3ha 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

種別 名称 幅員 延長 備考 

幹線道路 
３．６．88 

千葉港黒砂台線 
6～8ｍ 

（12ｍ～17ｍ）
約 34ｍ

整備済 
（ ）内は全幅員 

区画道路 

新千葉 31 号線 
2ｍ 

（6ｍ） 
約 69ｍ

千葉駅西口地区第二種市街
地再開発事業にて整備中 
（ ）内は全幅員 

新千葉 32 号線 
3ｍ 

（6ｍ） 
約 80ｍ

整備済 
（ ）内は全幅員 

新千葉 37 号線 
3ｍ 

（6ｍ） 
約 42ｍ

千葉駅西口地区第二種市街
地再開発事業にて整備中 
（ ）内は全幅員 

公園及び
緑  地 

種別 名称 面積 備考 

－ － － － 

下水道 － 

その他の
公共施設 

－ 

建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
計
画 

街区番号 
建築物 敷地面積に対する 

主要

用途

（参考） 

高度利用地区の制限内容 建築面積 
延べ面積 

（容積対象面積） 

建築面積

の割合 

延べ面積

の割合 

１ 約 250 ㎡ 
約 1,600 ㎡ 

(約 1,400 ㎡) 
約 7/10 約 40/10

商業

住宅

容積率の最高限度   40/10 以下 

容積率の最低限度   20/10 以上 

建蔽率の最高限度   8/10 以下 

建築面積の最低限度 200 ㎡以上 

 

 但し、建築物の建築面積の敷地面積に

対する割合の最高限度は、建築基準法第

53 条第 3 項第 1 号又は第 2 号のいずれ

かに該当する建築物にあっては 1/10、

同項第1号及び第2号に該当する建築物

又は第6項第1号に該当する建築物にあ

っては 2/10 を加えた数値とする。 

２ 約 640 ㎡ 
約 7,600 ㎡ 

(約 6,500 ㎡) 
約 4/10 約 40/10

商業

住宅

容積率の最高限度   40/10 以下 

容積率の最低限度   20/10 以上 

建蔽率の最高限度   5/10 以下 

建築面積の最低限度 200 ㎡以上 

 

 但し、建築物の建築面積の敷地面積に

対する割合の最高限度は、建築基準法第

53 条第 3 項第 1 号又は第 2 号のいずれ

かに該当する建築物にあっては 1/10、

同項第1号及び第2号に該当する建築物

又は第6項第1号に該当する建築物にあ

っては 2/10 を加えた数値とする。 

建
築
敷
地
の
整
備

に
関
す
る
計
画 

街区番号 建築敷地面積 整備計画 

１ 約 350 ㎡ 

敷地内に十分な空地を確保し、災害時の活動拠点機能を確

保する。 
２ 約 1,600 ㎡ 

住宅建設の目標 
戸数 面積 備考 

－ － － 

  



 

4. 施設建築物の概要 

N 棟：RC 造、地上 9 階建、高さ約 29m、

駐輪台数 41 台、住戸数 36 戸 

S 棟：RC 造、地上 15 階建、 

高さ約 45m、駐車台数 6 台、駐

輪台数 190 台、バイク台数 8 台、

住戸数 87 戸 

 

街区 建築敷地面積 建築面積 
延べ面積 

(容積対象) 
建蔽率 容積率 

１（N 棟） 約３５０㎡ 約２５０㎡ 
約１，６４０㎡

(約１，３９０㎡)
約７０％ 約４００％

２（S 棟） 約１，６２０㎡ 約６４０㎡ 
約７，６７０㎡

(約６，４６０㎡)
約４０％ 約４００％

個別利用区 約４２０㎡ 約２６０㎡ 
約１，３２０㎡

(約１，２７０㎡)
約６０％ 約３１０％

合計 約２，３９０㎡ 約１，１５０㎡       

 

5. 公共・地域貢献メニュー 

・ 施設建築物低層階に商業系用途を導入し、千葉駅西口地区と連携した賑わいを創出 

・ 施設建築物（S 棟）に千葉市防災備蓄倉庫を整備し地域防災計画へ貢献 

・ 施設建築物（N 棟）と千葉駅西口地区に整備された施設建築物（B1 棟）をペデストリアンデッ

キで接続し歩行環境・回遊性を充実 

 

6. 都市計画決定後の事業スケジュール 

令和 1 年 11 月 都市計画決定（高度利用地区・市街地再開発事業） 

令和 2 年 5 月 市街地再開発組合設立認可 

令和 3 年 2 月 権利変換計画認可 

令和 3 年 2 月 解体工事着工 

令和 3 年 5 月 施設建築物工事着工 

令和 4 年 11 月 

令和 5 年 2 月 

令和 5 年度 

施設建築物（N 棟）竣工 

施設建築物（S 棟）竣工 

市街地再開発組合解散認可（予定） 

 

計画平面図 

当事業についてのお問合せ 

新千葉 2・3 地区市街地再開発組合 事務局 

千葉市中央区新千葉二丁目１番５号 

TEL：０４３（２１６）２３１３ 

FAX：０４３（２１６）２３１４ 
R5.4.1 作成 


